
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「交通安全宣言書」を管轄警察署長に提出！ 

～「秋の全国交通安全運動」期間中の交通安全活動～ 
静岡南地区、浜松中央地区、浜松西地区の安全運転管理協会では、各地区内の

会員事業所や安全運転管理推進事業所が、管轄警察署の署長に対して、それぞれ

事業所職員とその家族が署名した「交通安全宣言書」を提出しました。 

この「交通安全宣言書」は、「秋の全国交通安全運動」期間中の交通安全活動

の一環として、交通ルールとマナーを守り「飲酒運転根絶」や「交通事故防止」

に努めることを目的として署名されたものです。 

一般社団法人 静岡県安全運転管理協会 

 

 

【静岡南警察署において久田署長へ「交通安全宣言書」を提出】 

（写真中央向かって右側 三津山代表理事専務） 

☆ 提出日  令和３年９月２７日（月）１４：００～ 

☆ 提出者  静岡市農業協同組合 三津山代表理事専務 

☆ 署名者  静岡市農業協同組合 職員とその家族 ２９６世帯 ７６２名分 

☆ 宣言内容 ・交通ルールと交通マナーを順守し、交通事故防止に努める。 

       ・子供と高齢者に対し「思いやり」「いたわり」運転に努める。 

       ・早めの点灯、反射材着用等夕暮れ時の交通事故防止に努める。 

・職場と家族ぐるみで、飲酒運転の根絶に努める。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12bqmctnf/EXP=1367537361;_ylt=A3JuNGpRpYFRbnwAhmWU3uV7/*-http:/www.silhouette-ac.com/sozai/s/100/34/100340s.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浜松中央警察署において河合署長へ「交通安全宣言書」を提出】 

 

 

☆ 提出日  令和３年９月２７日（月）１４：００～ 

☆ 提出者  とぴあ浜松農業協同組合 経営管理委員会 鈴木会長以下４名 

☆ 署名者  とぴあ浜松農業協同組合 職員とその家族１１０世帯３２４名分 

☆ 宣言内容 ・交通ルールと交通マナーを順守し、交通事故防止に努める。 

       ・子供と高齢者に対し「思いやり」「いたわり」運転に努める。 

       ・早めの点灯、反射材着用等夕暮れ時の交通事故防止に努める。 

・職場と家族ぐるみで、飲酒運転の根絶に努める。 

（写真前列中央、向かって右側 鈴木会長） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 提出日  令和３年９月２７日（月）１４：１０～ 

☆ 提出者  浜松市西消防署 伊藤署長以下２名（安全運転管理推進事業所） 

☆ 署名者  浜松市西消防署 職員 １２６名分 

☆ 宣言内容 ・横断歩道では歩行者の安全を確かめる。 

       ・早めのライト点灯で夕暮れ時の事故防止に努める。 

       ・飲酒運転は絶対にしない、させない。 

・「思いやり、ゆずり合い」の気持ちをもって運転する。 

【浜松西警察署において田中署長へ「交通安全宣言書」を提出】 

（写真前列向かって左側 伊藤消防署長） 


